
 

船舶事故調査報告書 

令和３年６月２３日 

   運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年６月１７日 １８時２０分ごろ 

発生場所 愛知県南知多町大井沖 

 大井港口灯標から真方位３４５°１,２４４ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４４.１′ 東経１３６°５８.１′） 

事故の概要  貨物船 K S
ケーエス

 SUNRISE
サ ン ラ イ ズ

は、南進中、操舵ができなくなり、浅所に乗り

揚げた。 

事故調査の経過 令和２年７月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 KS SUNRISE（大韓民国籍）、１,９７２トン 

 ９３９５７７１（ＩＭＯ番号）、KBL SHIPPING CO.,LTD. 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、免状不詳 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力２、視界 良好 

海象：海上 平穏  

事故の経過 本船は、船長ほか１２人が乗り組み、愛知県南知多町大井沖を南進

中、突然舵が効かなくなって右旋回となり、緊急投錨等あらゆる手段

が講じられたものの、付近の浅所に乗り揚げた。 

本船は、乗組員が点検したところ、舵取機の作動油管のガスケット

が劣化し、舵機油が漏れたことで作動油の圧力が上がらなくなったこ

とが判明した。 

本船は、翌日、タグボートによって引き降ろされ、船底に擦過傷を

生じたものの、燃料油の流出等はなく、航行を続けた。 

分析  

 

 本船は、南進中、舵取機の作動油管のガスケットが劣化し、舵機油

が漏れて作動油の圧力が上がらなかったことから、舵が効かなくな

り、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が南進中、舵取機の作動油管のガスケットが劣化

し、舵機油が漏れて作動油の圧力が上がらなかったため、舵が効かな

くなり、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・乗組員は、発航前点検における操舵装置の試運転の際、作動油系

統からの油漏れの有無、作動油の圧力が適正であるか確認を行う

こと。 

・舵取機の油圧管のガスケットについては、頻繁に点検し、定期的



 

に交換すること。 

 


